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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充放電可能な蓄電手段と、当該蓄電手段の充放電を制御する充放電手段と、備えた電源
装置において、
　前記蓄電手段の電圧値を計測する電圧計測手段と、
　前記電圧計測値を記録する記録手段と、
　所定期間に前記記録手段に記録された電圧計測値の最大値と最小値により電圧変動幅を
算出し、算出された電圧変動幅を基準電圧変動幅と比較することにより前記蓄電手段の劣
化状態を判定する劣化判定手段と、
　判定された劣化状態の情報を用いて前記充放電手段を制御する制御部と、を備えたこと
を特徴とする電源装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電源装置において、
　前記制御部は、前記電圧変動幅が前記基準電圧変動幅を超えた場合に、蓄電手段の許容
電流値を減少させることを特徴とする電源装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電源装置において、
　所定期間に前記記録手段に記録された前記電圧計測値の最大値が最大許容電圧以上であ
り、前記電圧計測値の最小値が最小許容電圧値よりも大きい場合に、前記制御部は、次回
の充放電開始時の前記蓄電手段の電圧を下げることを特徴とする電源装置。
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【請求項４】
　請求項３記載の電源装置において、
　前記電圧変動幅が前記基準電圧変動幅に所定回数達した場合に、前記制御部は、前記蓄
電手段の許容電流値を減少させることを特徴とする電源装置。
【請求項５】
　請求項１記載の電源装置において、
　前記蓄電手段を流れる電流を計測する電流計測手段と、
　前記蓄電手段の動作時温度を計測する温度計測手段と、
　環境温度を計測する環境温度計測手段と、の少なくともいずれかの計測手段を有し、
　前記計測手段の計測値は、前記電圧計測手段で計測された電圧計測値と関連付けて前記
記録手段に記録され、
　前記劣化判定手段は、所定の温度範囲を逸脱していない前記計測手段の計測値と関連付
けて記録された前記電圧計測値の最大値および最小値から電圧変動幅を算出することを特
徴とする電源装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の電源装置において、
　劣化判定の条件を指定可能な条件指定手段を備え、
　前記劣化判定手段は、前記条件指定手段で入力された条件に一致する電圧計測値を前記
記録手段から抽出し、当該電圧計測値を用いて電圧変動幅を算出して前記蓄電手段の劣化
状態を判定することを特徴とする電源装置。
【請求項７】
　請求項６記載の電源装置において、
　前記条件指定手段で入力された条件に基づいて判定された劣化状態を抵抗上昇率または
容量維持率で表示する表示装置を備えることを特徴とする電源装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の電源装置において、
　前記劣化判定手段で判定された劣化状態が所定劣化度を超えた場合に、警告表示を行う
表示装置を備えることを特徴とする電源装置。
【請求項９】
　請求項８記載の電源装置において、
　前記表示装置は、劣化状態を抵抗上昇率または容量維持率で表示することを特徴とする
電源装置。
【請求項１０】
　充放電可能な蓄電手段と、当該蓄電手段から電力の供給を受けるインバータ装置と、該
インバータ装置により駆動される電動機と、備えた鉄道車両において、
　前記蓄電手段の電圧値を計測する電圧計測手段と、
　前記電圧計測値を記録する記録手段と、
　所定期間に前記記録手段に記録された電圧計測値の最大値と最小値により電圧変動幅を
算出し、算出された電圧変動幅を基準電圧変動幅と比較することにより前記蓄電手段の劣
化状態を判定する劣化判定手段と、
　判定された劣化状態の情報を用いて前記インバータ装置を制御する制御部と、
　を備えたことを特徴とする鉄道車両。
【請求項１１】
　請求項１０記載の鉄道車両において、
　前記蓄電手段の温度を検出する温度検出手段を備え、
　前記記録手段は、温度検出値を前記電圧計測値と関連付けて記録し、
　前記劣化判定手段は、所定の温度範囲の前記温度検出値と関連付けて記録された電圧計
測値であって、所定期間に前記記録手段に記録された電圧計測値の最大値と最小値により
電圧変動幅を算出することを特徴とする鉄道車両。
【請求項１２】
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　請求項１０記載の鉄道車両において、
　前記蓄電手段を流れる電流を計測する電流計測手段と、
　前記蓄電手段の動作時温度を計測する温度計測手段と、
　環境温度を計測する環境温度計測手段と、
　前記電圧計測値に加えて、路線情報，電流計測値，蓄電手段温度計測値，環境温度計測
値を記録する前記記録手段と、を備え、
　前記劣化判定手段は、路線，電流値，蓄電手段温度，環境温度の指定された範囲内で、
前記記録手段から電圧計測値を抽出し、当該電圧計測値の最大値と最小値により電圧変動
幅を算出し、算出された電圧変動幅と基準電圧変動幅とに比率を劣化指標とし、
　前記電圧計測値の最大値が予め定められた最大許容電圧値に達し、かつ前記電圧変動幅
が予め定められた最大許容電圧値に複数回達した場合に、予め定められた許容電流値を減
少させることを特徴する鉄道車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウム二次電池，ニッケル水素電池，鉛電池，電気二重層キャパシタなど
の充放電が可能な蓄電手段の制御方法に関し、特に、蓄電手段を駆動用電力の一部又はす
べてとして使用する鉄道車両の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鉄道分野においても環境問題を考慮し省エネルギー化の流れがあり、車両に二次
電池を搭載し、ブレーキ時の回生電流を蓄電，力行時に駆動用電力の全部あるいは一部と
して利用する蓄電手段搭載車両が開発されている。電動車両やハイブリッド車両、蓄電手
段搭載電車の駆動用蓄電手段としては、ニッケル水素電池，リチウム二次電池などの二次
電池や、キャパシタなどの高出力電池が搭載されている。特にニッケル水素電池やリチウ
ム二次電池は鉛電池に比べてエネルギー密度が高いため、多直列・多並列構成として、概
蓄電システムとして使用される。
【０００３】
　ここで本発明における蓄電手段の定義を説明する。繰り返し充放電可能な蓄電デバイス
において、１対の正極負極から構成される最小の蓄電素子を単電池とする。この単電池を
複数直列化して組電池としたユニット、或いはこれをさらに複数接続した構成で、外観上
、単一のブロック状、或いは筐体に収容された形状で、一組の正極端子，負極端子で電流
入出力経路を有するモジュールを狭義の蓄電池とする。
【０００４】
　二次電池は充放電を繰り返すことで、充電状態（ＳＯＣ：State of Charge）や、劣化
状態（ＳＯＨ：State of Health）が変化し、二次電池は劣化が進行すると、充放電容量
の低下や電池内部抵抗の増加を生じる。そのため、劣化に伴い、システムの出力が次第に
低下する。また、保存時に自己放電による劣化が進行し、電圧の低下があることは良く知
られている。
【０００５】
　一方、鉄道車両に使用される蓄電手段は大型で大容量が要求され、蓄電手段のコストが
システム全体に占める割合が高く、蓄電手段の性能を生かす制御が必要であり、また、蓄
電手段の交換期間は長いことが望ましい。
【０００６】
　よって、蓄電手段の入出力は劣化に応じて変化するので、劣化状態を適切に検出し、種
々の制御を行う必要がある。
【０００７】
　蓄電池の劣化状態を検出するために、ハイブリッド自動車においては、特許文献１に記
載されているような内部抵抗測定による方法がある。蓄電手段のＳＯＣが略同一であると
推定される時点での電流と電圧を測定し、それらの放電時と充電時の電圧と電流の測定値



(4) JP 5386443 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

に基づいて内部抵抗を検出する方法が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－２１４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１に代表される方法では、車両の走行中に内部抵抗が検出，演算される。
【００１０】
　ハイブリッド自動車は加減速が頻繁であり、蓄電手段の充放電電流は図２に示すように
単位時間当たりの充放電の切り替わりが多く、また使用される電流値も大きいため入出力
変動が大きい。特許文献１では、その特性を利用し、放電時および充電時の電圧と対応す
る電流を複数収集しその電圧－電流直線の傾きにより内部抵抗を演算している。
【００１１】
　一方、鉄道車両やＥＶ等においては、より大電流が必要とされ、図３に例示されるよう
な電流パターンが蓄電手段に要求され、入力、または出力の単位時間あたりの切り替わり
が少なく、蓄電手段にとっては放電又は充電の継続時間が長くなる。そのため、走行中に
単位時間当たりで放電及び充電の両方のデータを数多く収集して劣化度を演算する方式で
は、ハイブリッド自動車と同等量のデータを得ることが難しく、短時間走行では、蓄電手
段の劣化度（ＳＯＨ：State of Health）を精度良く求めることが難しいという問題があ
る。また、同様に蓄電手段の概略同一ＳＯＣまで充電量と放電量を積算する方式において
も、略同一積算容量の時点で、抵抗値が計算できる電流変化が必ずしも起こるとは限らな
い。また、充電電力の積算値等からＳＯＨを求める方法では電流の測定誤差が、積算値に
影響するため、電流計測手段は高精度のものが必要とされるため、コストを抑えて精度良
く求めることが難しいという問題があった。更には、特にリチウム電池に見られるが、大
電流充放電が継続すると一時的に抵抗値が上昇する現象が見られる。一時的な抵抗上昇で
あるため、前回走行終了後から始動までの期間が長く、システム停止中に抵抗値が減少し
た場合、前回走行時の抵抗値を利用したＳＯＣ演算や、許容入出力電流，電力について、
誤差が大きくなる問題がある。そのため、蓄電手段の交換を適切な時期に交換する指標を
簡便に得ることが難しかった。
【００１２】
　また、基準抵抗を用いて比較する場合には、特定条件、たとえば、計測制御周期で数十
ｍｓで電流が大きく変化する場合から算出される抵抗値を使用する場合では、数十ｍｓで
の初期蓄電手段の抵抗基準として、抵抗劣化の上昇率を推定ＳＯＣにおける抵抗と温度の
関係から算出するが、実際の鉄道車両の充放電は数十秒継続する場合が多く、抵抗値が時
間と共に上昇する。そのため、数十ｍｓでの抵抗値や、数秒での抵抗値で劣化を予測した
場合に、動作上下限電圧からの限界予測抵抗値から算出される抵抗上昇率と、数十秒の充
放電時の限界抵抗から算出される抵抗上昇率とは一致せず、システム上の定格動作が可能
な期間が実際よりも長く見積られる問題が明らかとなった。そのため、寿命判定前にシス
テム上の定格動作が損なわれ、ハイブリッド車両でいえば燃費が低下するなどの問題が起
こりうることがわかった。
【００１３】
　本発明は、従来のこのような問題の少なくともいずれかを解決することを目的に開発さ
れたものであって、蓄電手段の劣化を簡便な方法で測定するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、蓄電手段の電圧値を計測する電圧計測手段と、電圧計測値を記録する記録手
段と、所定期間に記録手段に記録された電圧計測値の最大値と最小値により電圧変動幅を
算出し、算出された電圧変動幅を基準電圧変動幅と比較することにより蓄電手段の劣化状
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態を判定する劣化判定手段と、判定された劣化状態の情報を用いて充放電手段を制御する
制御部と、を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、蓄電手段の劣化をより簡便な方法で計測することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の動作フロー概要図である。
【図２】ハイブリッド自動車の蓄電池電流の例を示した図である。
【図３】鉄道，ＥＶ等の蓄電池電流の例を示した図である。
【図４】本発明を適用した蓄電システムの構成例である。
【図５】本発明を適用した蓄電システムの構成例である。
【図６】本発明における実施形態である動作フローを示した図である。
【図７】本発明の実施形態である蓄電手段からの測定データ処理の概要図である。
【図８】蓄電手段の電圧動作を示した図である。
【図９】蓄電手段の特性を示した図である。
【図１０】蓄電手段の特性を示した図である。
【図１１】本発明の実施形態である蓄電システムの構成例である。
【図１２】本発明の実施形態である蓄電システムの表示装置の例である。
【図１３】本発明における実施形態である動作フローを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明における実施例では、あらかじめ決められた運転を定期的に実施することが多い
鉄道車両において、走行中に得られる、蓄電手段を流れる電流，蓄電手段の電圧，蓄電手
段温度，環境温度の計測データから、同一走行路線における、運転時の蓄電手段電圧の最
大値Ｖmaxと最小値Ｖminを記録し、その差ΔＶを指標として、劣化を判定する。
【００１８】
　さらに、一定路線における走行初期のΔＶiniと走行時のΔＶを比較することにより、
蓄電手段の劣化を判定し、交換指標を運転台に表示，視認できる手段を搭載するものであ
る。
【００１９】
　ここで、電圧の計測手段は本発明において必須の構成である。電流や蓄電手段温度，環
境温度の計測手段は劣化判定の精度を向上させるために必要な構成である。電圧を計測す
る際の電流，蓄電手段温度，環境温度によって劣化演算結果は異なるため、これらの各パ
ラメータは電圧計測値と関連付けて記憶される。例えば、図９に示すように蓄電手段の温
度によって蓄電手段の内部抵抗値は大きく変動する。そのため、例えば、蓄電手段の温度
が２５度以上の場合に計測した電圧値を劣化推定に用いると良い。
【００２０】
　本発明における実施例の鉄道車両は、少なくとも１つ以上の蓄電手段と制御回路を備え
た蓄電手段の情報制御システムであり、図４に示す、少なくともひとつ以上の蓄電手段２
０を充放電させる充放電手段６０と、蓄電手段２０の電圧を検出する電圧計測手段３０と
、ホールＣＴやシャント抵抗型の電流センサ等を備えて各蓄電手段の電流値を計測する電
流検出手段４０と、電圧計測手段３０の検出電圧及び電流検出手段４０の電流値を記録す
るデータ記録部１０と、データ記録部１０に記録された電圧情報から前記蓄電手段の抵抗
値を演算する演算部分（図示せず）と、を有し、劣化判定プログラムを有した構成であり
、鉄道車両の運転中は制御指令発生手段７０から運転指令を出力して、充放電手段６０で
負荷電流を印加する。
【００２１】
　本発明における実施例では、システム起動開始とともに、図１に示すように、初期電圧
Ｖini，電流Ｉ，蓄電手段の温度Ｔｃ，環境温度Ｔａを計測，記録を開始、（Ｓ１）、そ
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の後、車両走行開始（Ｓ５）後も電圧Ｖ，電流Ｉ，温度Ｔｃ，Ｔａを記録（Ｓ６）、走行
終了（Ｓ７）時までデータを蓄積する。その後、充電時の最大電圧Ｖmax、放電時の最小
電圧Ｖminを抽出する。ここで、最大電圧Ｖmaxと最小電圧Ｖminの抽出は、放電動作と充
電動作を少なくとも各１回以上行う走行後に実施するものとし、例えば１日に１回の抽出
を行うと良い。また、最大電圧Ｖmaxと最小電圧Ｖminの抽出は、電圧Ｖと関連付けて記録
された電流Ｉ，温度Ｔｃ，Ｔａがそれぞれ所定範囲である場合の電圧Ｖから抽出される。
このように電流Ｉ，温度Ｔｃ，Ｔａが所定範囲を逸脱した際の電圧Ｖを除外して最大電圧
Ｖmaxと最小電圧Ｖminを抽出することにより、劣化推定の誤差を抑えることができる。
【００２２】
　電圧変動を充電時の最大電圧Ｖmaxと放電時の最小電圧Ｖminの差分を取り、ΔＶとする
（Ｓ８）。初期に得られるΔＶをΔＶiniとし、ΔＶとΔＶiniを比較することで蓄電手段
の劣化度ＳＯＨを算出する（Ｓ１０）。ここで、ΔＶiniの算出も、蓄電手段が放電動作
と充電動作を少なくとも各１回以上行った後に実施される。
【００２３】
　ＳＯＨを閾値とΔＶthと比較判定（Ｓ１２）し、閾値よりも大きい場合は、交換警告表
示（Ｓ１３）、閾値よりも小さい場合は履歴を記録（Ｓ１４）し終了する。
【００２４】
　以上により蓄電手段の劣化判定を実施し、正常，異常の判定及び交換時期の表示を実施
することで本発明の課題を解決する。
【００２５】
　ここで図８により、電圧変動幅ΔＶについて説明する。走行時の蓄電手段の電圧波形は
、放電時に電圧低下し、充電時に電圧が上昇する。このとき、図８に示すように蓄電手段
のシステムの初期の蓄電手段電圧波形（Ａ）に対し、劣化進行時の蓄電手段電圧波形は（
Ｂ）に示すようになる。初期は、最大充電電圧Ｖmax0，最小放電電圧Ｖmin0で、電圧変動
幅はΔＶini＝（Ｖmax0－Ｖmin0）である。劣化進行時は最大電圧Ｖmax，最小電圧はＶmi
nとなり、ΔＶ＝（Ｖmax－Ｖmin）である。ここで、Ｖclimは充電動作時における最大動
作電圧、Ｖdlimは放電動作時における最小動作電圧、ΔＶthは電圧変動幅の閾値である。
【００２６】
　前記のデータ記録部１０は、一次的な記録を実施するＲＡＭ、演算データを記録するＲ
ＯＭ（Read Only Memory）、書き換え可能な大容量記録媒体の少なくとも１つ以上を有す
る。
【００２７】
　走行の時期，乗客数の増減，天候による運転条件の違い等から発生する電流誤差を軽減
するため、乗客が不在となる営業前の路線走行時の蓄電手段の電流および電圧データを同
路線で複数取得し、路線に対し、平均の蓄電手段電流パターンＩ（ｔ）を取得する。得ら
れた電流パターンＩ（ｔ）と、路線走行パターンはほぼ同等の走行をすると考えられるた
め、走行時の電流Ｉ（ｔ）′は初期に得られる電流パターンＩ（ｔ）をある一定の範囲内
で逸脱しないことになる。
【００２８】
　そのため、電流パターンは同一とみなすことができ、蓄電手段の劣化を相対的に評価す
ることが可能となる。
【００２９】
　また、蓄電手段においては許容される充放電における最大電流値が充電側Ｉｃmax，放
電側Ｉｄmaxともあらかじめ決定されている。そのため最大電流と、動作時の蓄電手段の
ＳＯＣの関係から得られる限界時の開回路電圧をもとに、電圧変動幅の閾値ΔＶthを計算
することが可能である。
【００３０】
　蓄電手段の温度が室温以上の場合においては、最大電流までの範囲で、ＳＯＣ変動が１
％以内の範囲では　特許文献１の理論を使用すれば、直流抵抗Ｒは電流によらず一定であ
る。しかし、ＳＯＣ変動を大きく伴う場合には分極を含む抵抗値が大きくなる傾向が顕著
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となる。しかしながら、その情報は電圧変動に含まれるため、電圧変動の監視が重要とな
る。動作時の最大電圧Ｖmax，最小電圧Ｖminはそれぞれ式（１），（２）で示される。こ
こで、ｉ1(Ｒ)，ｉ2（Ｒ）は充電電流ｉ1、放電電流ｉ2のときの分極を含む全体の抵抗値
を反映した電圧分極幅を示している。
【００３１】
【数１】

【００３２】
【数２】

【００３３】
　初期の電圧変動ΔＶ０、走行時の電圧変動幅ΔＶはそれぞれ式（３），式（４）で示さ
れる。ここで初期の抵抗Ｒ1、走行時の抵抗Ｒ2とすると、この状態の電圧分極は動作時の
上限ＳＯＣ，下限ＳＯＣが同じ場合、電圧差は定数ａとおける。式（５）。変動幅ΔＶか
ら定数ａを引いた差分が、劣化情報を含んだ電圧変動式（６）となる。
【００３４】

【数３】

【００３５】
【数４】

【００３６】
【数５】

【００３７】
【数６】

【００３８】
　よって、電圧変動幅ΔＶは劣化情報を直接含み、しかも、確認が容易である。この電圧
変動幅ΔＶの値が大きくなればなるほど劣化は進行しているということになる。例えば、
電圧変動幅ΔＶの絶対値を劣化の段階分けしたテーブル値と比較することによって、交換
，異常の判断を実施することが可能である。
【００３９】
　また、蓄電手段の温度を測定する温度検出部（図示せず）の検出温度の情報から、あら
かじめ内部情報として持っている抵抗値の温度換算を実施、基準値と比較することにより
、蓄電手段の劣化状態を走行中のデータから検出することで上記の課題を解決するもので
ある。
【００４０】
　または、得られた電圧変動幅ΔＶの値とシステム寿命時に想定される電圧変動幅ΔＶth
と比較することにより、蓄電手段の劣化度を判定，交換，異常の警告を運転台に表示する
。本手法により運転手に視認させることができることにより、適切な蓄電手段の交換を促
す。さらには、判定した劣化度を蓄電手段の入出力制御に反映し、劣化進行時には電流の
絶対値を小さくすることで、蓄電手段への負担を軽減し、蓄電手段の長寿命化にも寄与す
るものである。
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【００４１】
　実走行時の日々走行データの２つ以上の計測データの平均値から算出された電圧変動幅
ΔＶを用いて劣化度を算出することで、蓄電手段の劣化度の演算ばらつきを抑制し、精度
よく劣化度を推定し、一時的な抵抗変化を劣化と分離することができる。
【００４２】
　または、さらに停車時の抵抗測定手法により算出された蓄電手段の抵抗値や、別アルゴ
リズムで演算した劣化データと、上記した劣化推定方法を組み合わせることにより、蓄電
手段の電圧を走行中に別アルゴリズムで演算した劣化データとさらに比較し、検出した抵
抗値に応じて蓄電手段の制御用パラメータを変更し、劣化及び異常を判定することによっ
ても本発明の課題を解決できる。
【００４３】
　本発明の実施例では、図３に示されたような単位時間当たりに充電又は放電に切り替わ
る回数が少なく、電流変化も急峻でない電流変化をする蓄電手段の使用用途においても、
蓄電手段の劣化状態を簡便に推定することが可能で、点検・交換時期を適切に管理できる
。充放電時間が長く、統計的に処理を実施するため、マクロな蓄電手段の動作全体での劣
化状態が確認できるため、ＳＯＣの推定演算の精度に影響を受けずに、劣化を判定するこ
とが可能になる。また、別アルゴリズムで算出したＳＯＨとの対比により、蓄電手段の状
態が判別可能であり、蓄電手段の劣化に合わせた充放電制御が可能となる。
【００４４】
　マクロに蓄電手段の劣化を捕らえることで、蓄電手段の抵抗を使用したＳＯＣ演算の精
度が向上し、蓄電手段の許容入出力を超える入出力命令が起こることがなくなり、蓄電手
段が過負荷になることが防止できる。過負荷によってシステム停止を引き起こすエラーが
なくなり、システムがより安定すると共に、蓄電手段の性能を十分引き出すことが可能と
なり、その時々の状態に合わせた最適使用が可能になる。
【００４５】
　また、劣化確認操作部を有することにより、オペレータが簡便に蓄電手段劣化を確認す
ることが可能であり、蓄電手段の劣化が激しいものについては走行開始前に交換すること
が可能となる。さらには、読み出し値と現状劣化状態との比較が出来、蓄電手段の状態が
確認できるため、蓄電手段の充放電量を蓄電手段の劣化状態に合わせて制御することが可
能になる。よって、より安定した制御が可能となり、安定走行につながり、ハイブリッド
システムの場合は燃費も向上する。
【００４６】
　鉄道車両などに本発明を適用した場合、営業前の始業時に電圧変動幅の算出を実施する
ことが可能であり、走行前の一連の点検に盛り込むことにより、特別な保守なく、蓄電手
段の精度よい劣化推定が可能となる。そして、より安定な運行を維持することが可能とな
る。
【００４７】
　また、リチウム蓄電手段の場合、ＳＯＣに応じて抵抗値が変化する特性を持っているが
本方法によれば、劣化測定は、ほぼ同一のＳＯＣ値における劣化比較も可能で、前回値と
の比較から、複雑なアルゴリズムを有しなくても劣化を推定反映させることが可能である
。
【００４８】
　また、大電流の継続による一時的な抵抗増加についても、電圧情報に含まれているため
、本発明の電圧管理を実施することにより、電流を継続して流す時間の長短に関わらず、
蓄電手段の劣化を検出することが可能になる。また、ＳＯＣ推定演算によって求めたＳＯ
Ｃと、推定ＯＣＶを使用する劣化演算方式の場合に比較して、本発明では稼動時のＳＯＣ
が完全に同一でなくても、変動幅ΔＶはほぼ一定であるから、劣化進行時の推定誤差が小
さくできる利点がある。
【００４９】
　また、推定ＳＯＣの値や推定ＯＣＶを利用した演算を実施し、リアルタイムでのＳＯＨ
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演算で得られた走行終了直後の蓄電手段の劣化状態を次回走行に反映する方式では、前回
走行終了後から始動までの期間が長く、システム停止中に一時的に上昇した抵抗値が減少
した場合、前回値の反映では、ＳＯＣ演算や、許容入出力電流、電力について、誤差が大
きくなる問題があったがこの問題に対し、本発明を適用することにより、蓄電手段の実抵
抗をより反映した入出力指令が可能となりＳＯＣ推定に基準抵抗値を使用する演算方法の
場合は推定精度が向上する。更に学習による制御パラメータ補正と組み合わせることによ
り、電池の状態検知精度が向上する。
【００５０】
　蓄電手段の制御精度が向上することにより、蓄電手段については過負荷を回避すること
が可能になり、より安定した走行を実現できる。
【００５１】
　蓄電手段の劣化が停車時に容易に判別でき保守もしやすくなるという利点がある。特に
一定電流での走行パターンの場合に、上下限電圧と時間の関係から、定量的に劣化が判定
できる
【００５２】
　以下図面を用いて本発明に関わる実施の形態について詳細に説明する。
【実施例１】
【００５３】
　図５のように構成された、エンジン２０１と蓄電手段２０６によって駆動されるハイブ
リッドシステムに適用する場合について説明する。車両システムの構成例を以下に示す。
エンジン２０１及びエンジン２０１に軸で直結された発電機２０２はＵ，Ｖ，Ｗの３相の
交流電力を発生し、コンバータ装置２０３はこの交流電力を直流電力に変換して出力する
。インバータ装置２０４はコンバータ装置２０３から出力される直流電力を可変電圧，可
変周波数の３相交流電力に変換し、誘導電動機２０５に供給する。蓄電装置２０６はコン
バータ装置２０３の出力側（直流側）に並列に接続され、車両の起動時に電力を補給する
。平滑コンデンサ２０７はインバータ装置２０４の入力側（直流側）に並列に接続され、
インバータ入力電圧の変動を抑制する。
【００５４】
　一方、制御部２１０は、電流検出器２０９ａで検出したコンバータ出力電流Ｉｓと電圧
検出器２０８で検出した平滑コンデンサ電圧及び発電機回転周波数によりコンバータ制御
演算を実行し、コンバータ装置２０３に対して、コンバータＰＷＭ制御信号を出力する。
また、制御部２１０は、電流検出器２０９ｂ，２０９ｃ，２０９ｄで検出した電動機電流
Ｉｕ，Ｉｖ，Ｉｗと電圧検出器２０８で検出した平滑コンデンサ電圧、及び電動機回転周
波数よりインバータ制御演算を実行し、インバータ装置２０４に対して、インバータＰＷ
Ｍ制御信号を出力する。蓄電手段の電池状態演算部では、蓄電装置２０６の入出力電流，
電圧，蓄電装置の温度と、環境温度から、蓄電装置２０６の稼動状態を演算する。さらに
、制御部２１０は、蓄電手段の電池状態演算部から出力される蓄電装置２０６の情報から
、蓄電装置２０６の稼動状態を判断，蓄電装置の充放電制御信号を出力する構成となって
いる。
【００５５】
　電池状態演算部で実行される蓄電装置の劣化推定手順を図６を使用して説明する。まず
、蓄電システムの起動後、初期電圧Ｖini，電流Ｉ，蓄電手段の温度Ｔｃ，環境温度Ｔａ
を測定し（Ｓ１）、開始充電状態ＳＯＣiniを演算する（Ｓ２）。開始電圧Ｖiniと、ＳＯ
Ｃiniを記録し（Ｓ３）、始動電圧に満たない場合は、充電により始動時の電圧を調整（
Ｓ４）してから走行を開始する（Ｓ５）。走行中は電圧Ｖ，電流Ｉ，温度Ｔｃ，Ｔａの測
定値を関連付けて記録し（Ｓ６）、走行終了（Ｓ７）後、走行時の最大電圧Ｖmax，最小
電圧Ｖminをそのときの電流値Ｉ及び温度Ｔｃ，Ｔａとともに抽出し、ΔＶを求める（Ｓ
８）。求めたΔＶを予め定められた初期値ΔＶiniと比較する（Ｓ９）。ΔＶの閾値ΔＶt
hとも比較をし、劣化度ＳＯＨの算出（Ｓ１０）後、オペレータ確認画面へ表示する（Ｓ
１１）。更にＳＯＨを閾値と比較し（Ｓ１２）、閾値よりも大きい場合を劣化とみなし、
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交換点検警告表示をし（Ｓ１３）履歴を記録する（Ｓ１４）。閾値よりも劣化度ＳＯＨが
小さい場合は交換点検警告表示を行わずに、そのまま履歴を記録する（Ｓ１４）。
【００５６】
　このとき劣化度ＳＯＨの算出は、ΔＶとΔＶiniの絶対値で比較により算出することが
できる。もしくはΔＶ／ΔＶiniにより算出しても良いし、またはΔＶからＳＯＣ変動分
の電圧幅を減じ電流値で除した値での比較により算出しても良い。
【００５７】
　さらに、図７に電池状態演算部における劣化演算のデータ処理を示す。図７に示すよう
に、劣化演算は、各センサからの電圧Ｖ，電流Ｉ，温度Ｔｃ，Ｔａの入力をＡ／Ｄ変換後
、関連付けて記録部に記録し、記録部からデータを選択，抽出して劣化度ＳＯＨを算出し
た後、劣化度ＳＯＨの算出結果を表示部へ表示するとともに、劣化度ＳＯＨの算出結果を
制御部２１０へ反映させる。制御部２１０は、劣化度ＳＯＨの算出結果により、蓄電手段
の現在の抵抗値を算出し、得られた抵抗値から許容される電流値を計算、更にはＳＯＣ演
算補正を実施する。尚、ＳＯＣ演算や許容電流計算は特許第４１５７３１７号の段落［０
０２８］から［００７９］に開示されている技術が適用できる。
【００５８】
　路線走行時の劣化度ＳＯＨ演算は、車庫から始発駅まで、あるいは終着駅から車庫まで
の走行時のように車両重量が一定の場合に行う方が好ましい。車両重量が一定の場合には
出力変動が少なく、電流パターンもほぼ一定で得られるため、より精度の高い劣化診断が
実施できる。
【実施例２】
【００５９】
　他の実施例として、図１１に示すように複数の蓄電手段それぞれに電圧計測手段を備え
た実施形態について説明する。本実施例で言及しない部分は、実施例１と同様の構成であ
るものとする。
【００６０】
　図１１に示す複数の蓄電手段２１１と２１２が直列に接続された蓄電手段に直列に各蓄
電手段の電流値を計測する電流検出手段４０と，各蓄電手段の電圧を計測する電圧計測手
段３１，３２および、総電圧検出手段の検出電圧及び電流検出手段の電流値を記録するデ
ータ記録部１０と、データ記録部１０に記録された電圧情報から前記蓄電手段の抵抗値を
演算する演算部分（図示せず）とを有し、劣化判定プログラムを有した構成で、走行中は
制御指令発生手段７０から指令を実施して、充放電手段６０で負荷電流を印加する車両構
成において、蓄電手段２１１は電圧計測手段３１の電圧を、蓄電手段２１２は電圧計測手
段３２の電圧をモニタし、記録することにより、蓄電手段ごとの電圧変動幅ΔＶをそれぞ
れ演算する。初期あるいはシステムの代表値のΔＶini　と比較し、それぞれの蓄電手段
の劣化度を算出し、ΔＶが閾値以上の場合に，各蓄電手段について個別に劣化情報を表示
する。これにより、各蓄電手段の異常や、蓄電手段の劣化ばらつきが判定でき、蓄電手段
の交換やメインテナンスの要否を簡便に知ることができる。また各蓄電手段の劣化状態に
応じて、充放電電流を制御したり、部分保守を容易に行うことができる。
【実施例３】
【００６１】
　他の実施例として、システムの安定維持運用に関する実施形態について説明する。本実
施例で言及しない部分は、実施例１と同様の構成であるものとする。走行時の蓄電手段の
電圧波形は放電時に電圧低下し、充電時に電圧が上昇する。このとき、図８に示すように
蓄電手段のシステムの初期の蓄電手段電圧波形（Ａ）に対し、劣化進行時の蓄電手段電圧
波形は（Ｂ）に示すようになる。初期は、最大充電電圧Ｖmax0，最小放電電圧Ｖmin0で、
電圧変動幅はΔＶini＝（Ｖmax0－Ｖmin0）である。劣化進行時は最大電圧Ｖmax、最小電
圧はＶminとなり、ΔＶ＝（Ｖmax－Ｖmin）である。ここで、Ｖclimは充電動作時におけ
る最大動作電圧、Ｖdlimは放電動作時における最小動作電圧である。
【００６２】
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　蓄電手段の劣化時には、蓄電手段の過充電、あるいは過放電の保護のため、電圧が最大
電圧Ｖclimまたは最小電圧Ｖdlimに到達した場合に電流を減じることが一般に行われてい
る。本実施例においても、劣化時のΔＶが閾値ΔＶthを超えた場合に、蓄電手段の充放電
電流をあらかじめ設計されている電流閾値よりも小さくすることができる。また、図８に
示すように、上限のＶclimから決定される電流閾値の場合、開始電圧を下げることで、電
流閾値による許容範囲内の電流値を得ることが可能である。よって、走行中に電圧変動幅
ΔＶが閾値ΔＶthに達し、ＶmaxがＶclimに達した場合には、ひとまず走行時の充電電流
を減少させて走行する。走行終了後、次回走行開始時に、開始電圧を下げることにより、
ＶmaxをＶclim以下とすることができ、電流値はもとの規定の電流値を得ることが可能と
なる。電圧変動幅ΔＶが閾値ΔＶthに達した時点で即座に蓄電手段を交換せずに、継続し
て蓄電手段を使用することが可能で、蓄電手段を有効利用できる制御が可能となる。尚、
ΔＶがΔＶthに達し，かつ，最大電圧Ｖmaxが上限電圧Ｖclim、あるいは最小電圧Ｖminが
下限電圧Ｖdlimに達した場合の電流制限は、ΔＶthに所定の回数達した場合に実施するこ
とも出来る。これによりノイズなどによる誤検知により無駄に電流制限を実施することを
防ぐことができる。
【実施例４】
【００６３】
　本発明の他の実施例として、電圧変動幅ΔＶの算出に用いる電圧計測値の計測時間を選
択する例を示す。本実施例で言及しない部分は、実施例１と同様の構成であるものとする
。
【００６４】
　本発明の蓄電システムにおいて、特定路線を車両が走行した際の蓄電手段の電流Ｉ，電
圧Ｖ，温度Ｔｃの記録データから、温度Ｔｃが所定温度以上、且つ複数の電流値Ｉの前後
の電流範囲Ｉ±αで選択された電流値を使用し、走行開始時間から所定時間経過後の時間
ｔの前途の時間範囲ｔ±ｔ′での走行区間を選択し、路線のデータを時間とともに記録し
ておいた記録データの中から、選択した路線における放電電流，充電電流が最も大きくな
ると想定されている、あらかじめ決められた時間の範囲内で演算箇所を選択し、ΔＶを算
出し、劣化度を判定する。
【００６５】
　このとき、温度範囲もＴ±ｔの範囲で限定、更に複数値での平均値として、複数状態で
の蓄電手段の劣化情報を含むように設定する。
【００６６】
　この実施例によると、ΔＶの算出に用いる電圧値の計測条件を特定できるため、劣化判
定の精度をより向上させることができる。
【実施例５】
【００６７】
　本発明の他の実施例として、劣化度をより精度よく算出する実施形態を説明する。本実
施例で言及しない部分は、実施例１と同様の構成であるものとする。劣化度の測定区間と
して定電流で運行される区間を選択し、一定秒数ｔの時点の充電電圧Ｖ１と、放電側でも
一定秒数ｔ′の時点でのＶ２と、でΔＶ＝（Ｖ１－Ｖ２）を算出し、このΔＶと、同条件
で算出された初期値ΔＶiniを比較し、閾値ΔＶthとの差から劣化度を算出する。
【００６８】
　この実施例によると、同じ電流値の条件で電圧値を検出できるため、劣化度を精度良く
算出することができる。
【実施例６】
【００６９】
　定期的な走行により、平均化することで初期ΔＶｏを基準とし、走行劣化時のΔＶを比
較する。蓄電手段の電圧が放電時間（ＳＯＣ）に伴い一様に変化する蓄電デバイスであれ
ば、使用範囲内で、最大電圧，最小電圧が決まる。更に、一日の運行路線が決定している
場合は、最大電圧と最小電圧の幅が決定している。
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【００７０】
　蓄電手段がリチウムイオン電池の場合は、図９，図１０に示すように温度による抵抗値
変化が大きいが、蓄電手段の温度が２５℃以上であれば、ＳＯＣによらず、抵抗値はほぼ
一定である。
【００７１】
　このＳＯＣと温度の範囲内で動作する蓄電手段のシステムにおいては、開始電圧が数％
異なり、走行時のＳＯＣが全体的数％上下しても、電圧変動幅で抵抗値の変動を見積もる
ことが可能である。
【００７２】
　蓄電手段の劣化は緩やかに進行するため、１走行、１走行での比較よりも、同じ路線を
複数回走行したときの平均値から、初期走行の代表値を求め、更に蓄電手段の温度ごとに
代表値を蓄積する。初期走行で取得できない温度範囲については、蓄電手段の初期の温度
特性から換算テーブルを作成して利用することができる。
【００７３】
　初期蓄電手段のΔＶiniの代表値と、複数走行、たとえば１０日間のデータを蓄積して
の移動平均から求めた走行時のΔＶを比較すると、計測異常値やデータ変換異常の値をフ
ィルタすることができ、これにより信頼性の高い劣化判定が実施できる。
【００７４】
　図１３を用いて本発明の測定時の動作を説明する。システム起動時に初期電圧Ｖiniを
測定（Ｓ１）、電圧Ｖ，電流Ｉ，温度Ｔの情報から初期の蓄電手段の状態ＳＯＣiniを演
算（Ｓ２）、その後開始電圧Ｖini，ＳＯＣiniをデータ記録部に記録後（Ｓ３）、走行開
始する（Ｓ５）。実行時の電圧，電流，温度をデータ記録し（Ｓ６）、選択した電圧，電
流データでのΔＶを算出する（Ｓ８）。ΔＶから（使用した電流データを用いて得られる
抵抗値より）ＳＯＨを算出（Ｓ１０）し、オペレータ確認用画面に表示する（Ｓ１１）。
また、算出されたＳＯＨを基準のＳＯＨからの変動ΔＳＯＨとして、ΔＳＯＨの閾値と比
較し（Ｓ１２）、ΔＳＯＨの閾値より大きい場合は蓄電手段の充放電制御に用いられる制
御パラメータへ劣化を反映し（Ｓ１３）、履歴を記録する（Ｓ１４）。Ｓ１２においてΔ
ＳＯＨ≦閾値の場合は、履歴を記録するのみでパラメータには反映しない。
【００７５】
また、走行毎の蓄電手段電圧，電流，温度などを記録するデータ保管装置は、車両内にお
ける二次電池システムの状態検知演算部にあるのが望ましいが、車両内の任意のデータ保
管装置や、あるいは、ＬＡＮ等の通信を利用して、車両外の車両基地にあっても良い。
【００７６】
　路線、あるいは区間毎に走行時の日時，蓄電手段電流，電圧，蓄電手段の温度，環境温
度を記録しておき、図１２に示すような運転台にある視認操作パネルにおいて、路線選択
，温度範囲選択，日時指定を実施することで、所望の期間における蓄電手段のΔＶを算出
し、任意の劣化度を確認することができ、蓄電手段の保守時に異常の有無を確認すること
を可能とする。
【００７７】
　図１２に運転台の視認操作パネルの例を示す。操作表示盤には点検警告表示、交換表示
を表示する部位を備え、第１の蓄電手段状態表示装置と、任意測定ＳＯＨ表示装置の少な
くとも１つ以上を備え、温度範囲選択部，路線選択部により、条件設定を実施し、蓄電手
段の劣化確認処理スイッチにより蓄電手段の状態を演算し、結果を表示装置に表示させる
。点検警告表示は運転台の操作パネルの他、各蓄電手段にそれぞれ配置されていてもよい
。
【００７８】
　以上のように、電流Ｉ，電圧Ｖ，蓄電手段の温度Ｔの情報から、蓄電手段の状態を検出
し、および蓄電手段の劣化状態（ＳＯＨ）を演算する。演算されたＳＯＨを制御用パラメ
ータに反映し、検出された蓄電手段の状態の許容電流・許容電力演算を実施、これに基づ
いた入出力指令により、蓄電手段を充放電することで安定した出力を得、蓄電システムを
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【００７９】
　なお、本実施例における蓄電手段２は、蓄電手段のシステムを構成する要素であって、
単電池でも適用可能であり、該単電池を組み合わせた組電池であっても良い。
【００８０】
　さらに、通信により、蓄電手段の組電池の筐体内に例えば内蔵された制御回路等にデー
タ保存領域がある場合、履歴を保存し、保守時に活用できる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明における蓄電手段はリチウム二次電池に限らず、ニッケル水素電池，ＮＡＳ電池
，鉛電池，電気二重層キャパシタなどの充放電可能な蓄電素子で構成される電池システム
すべてに適用可能である。これらの電池システムを使用でき、電流の入出力パターンがほ
ぼ決まっている、路線走行するシステムにおける移動体である鉄道車両，地上給電設備，
電力貯蔵システムなどの大規模電池システムの安定維持について有効である。電池を制御
するシステム及び方法において電池の劣化度を精度良く求めることを実現して、電池制御
システムの製造，販売，メインテナンスに寄与し、電池システムの信頼性を向上させるこ
とが可能になる。
【符号の説明】
【００８２】
１０　データ記録部
２０，２１１，２１２　蓄電手段
３０，３１，３２　電圧計測手段
４０　電流検出手段
５０　状態検知手段
６０　充放電手段
７０　制御指令発生手段
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